
 
 
 

令和５年度 

第６回沖縄地方最低賃金審議会 
 
 
 

日  時 令和６年３月７日（木）16：00～ 
場  所 那覇第二地方合同庁舎一号館 

                   共用大会議室（２階） 
 
 
 
 
 
 

議  事  次  第 

 
１ 令和５年度沖縄地方最低賃金審議会の総括について 

 
２ 令和５年度沖縄地方最低賃金審議会最低賃金専門部会の廃止について 
 
３ その他 

   
  



令和５年度第６回沖縄地方最低賃金審議会資料一覧 
 
 
１．令和５年度 沖縄地方最低賃金審議会委員名簿          １P 
 
２．最低賃金審議会令（抄）                    ２P 
 
３．令和５年度 沖縄地方最低賃金審議会実施状況          ３P 
 
４．沖縄県特定（産業別）最低賃金                 ４Ｐ 
 
５．最低賃金の履行確保を主眼とする監督指導結果       ５Ｐ～７Ｐ 

(令和５年１月から３月実施分、全国及び沖縄)           
 
６．令和５年度 改正最低賃金に係る周知広報状況について   ８Ｐ～９Ｐ 
 
７．令和５年度 業務改善助成金の実績            10Ｐ～13Ｐ 
 
８．令和５年度 支援策の活用状況              14Ｐ～16Ｐ 
 
９．日本標準産業分類の改定に伴う特定最低賃金の取扱いについて 
                              17Ｐ～18Ｐ 
 
10．令和６年度 答申要旨の公示日別最短効力発生予定一覧表  19Ｐ～24Ｐ 
 
11．令和６年度 沖縄地方最低賃金審議会日程（案）      25Ｐ～29Ｐ 
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最低賃金審議会令（抄） 

 

（最低賃金専門部会） 

第６条第１項 

   最低賃金法第 25 条第１項又は第２項により審議会におかれる専門部会

（以下「最低賃金専門部会」という。）の委員の数は、９人以内とする。 

第６条第５項 

   審議会は、あらかじめその議決するところにより、最低賃金専門部会の決

議をもって審議会の決議とすることができる。 

第６条第７項 

   最低賃金専門部会は、その任務を終了したときは、審議会の議決により、

これを廃止するものとする。 

 

 

 

【沖縄地方最低賃金審議会専門部会】 

○ 沖縄県最低賃金専門部会 

 

 

資料２ 
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資料　３

№１

回 数 主　 要 　議　 題 回 数 主 　要   議 　題 回 数 主　 要   議 　題

○会長、会長代理選出  ○地域最賃改定諮問

７．３ １回 ○地域専門部会の設置  ○令6条第5項適用

（大会議室） 15:00 ○運営小委員会の設置  ○年間審議日程計画

７．２０ １回 ○(地域別)部会長、部会長代理選出

（大会議室） 15:00 ○実地視察・参考人聴取等の実施について

７．２５
～７．２７

○(地域別) 事業場実地視察

（事業場）

○中賃目安伝達 ○委員長、委員長代理選出 ○実地視察結果

７．３１ ２回 ○最賃基礎調査結果報告 １回 〇関係人意見聴取 ３回 ○参考人意見聴取

（大会議室）
14:00

○特定(産別)最賃改定の必要性について諮問
〇特定(産別)最賃(畜産食料品製造業最低賃金及び清涼
飲料、酒類製造業最低賃金)の廃止について諮問

15:00
○特定(産別)最賃改定の必要性に係る検
討

16:00

８．３ ４回 ○(地域別) 額提示、調整

(大会議室） 15:00

８．７ ３回 〇地賃専門部会の審議状況報告 ２回 ○使用者意見概要書の検討 ５回 ○(地域別)額調整

(大会議室） 16:00
○特定(産別)最賃改定の必要性の有無について運小の審
議状況報告

14:00
○特定(産別)最賃改定の必要性の有無に
ついての検討

15:00

８．９ ３回 ○使用者意見概要書の検討 ６回 ○(地域別) 額調整

(大会議室） 14:30
○特定(産別)最賃改定の必要性の有無に
ついてとりまとめ

15:00

８．14 ４回
〇沖縄県最低賃金改正決定について(採決)
〇答申　時間額８９６円(４３円引上げ) ７回 ○(地域別)額調整、結審(部会報告)

(大会議室） 16:00
○特定(産別)最賃改定の必要性の有無について運小の結
果報告及び答申

14:00

改正決定

9/8官報公示

10/8発効

（大会議室） 廃止決定

9/29官報公示

 ○令和５年度の審議会総括について

６．３．７ ６回 ○令和６年度産業別最低賃金申出意向確認

（大会議室） 16:00 ○最低賃金専門部会の廃止について

○その他

10 木

９ 水
５回
　

9:30

　
〇異議申出内容に係る諮問・審議
〇答申　8/14答申のとおり８.３０

 〇特定(産別)最賃(畜産食料品製造業最低賃金及び清涼
飲料、酒類製造業最低賃金の廃止について(答申)

６ 月

７ 水

８ 月

５ 木

備考

１ 月

２ 木

３
火
～
木

２回

４ 月

令和５年度　沖縄地方最低賃金審議会実施状況

番
号

月　日 曜日
沖縄地方最低賃金審議会（本審） 運営小委員会 地域別最低賃金専門部会
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沖縄県  特定（産業別)最低賃金

金額

金額

※　都道府県名(金額)に　　　　　のあるものは、地域別最低賃金を上回っている特定最賃

１．廃止したもの

畜産食料品製造業

清涼飲料・酒類製造業

２．現在残っているもの

資料　４

769円
879円

770円

770円

青森(923)、　岩手(945)、　宮城(986)、　秋田(938)、　福島(960)、　埼玉(1060）、
千葉(922)、神奈川(842)、新潟(997）、　富山(769)、愛知(943)、京都(939)、大阪(993)、
兵庫(963)、奈良(892)、島根(960)、　広島(993)、　福岡(1028)、　大分(942)、
宮崎(927)、　鹿児島(945)、

糖類製造業
新聞業

各種商品小売業

自動車(新車)小売業

適用範囲

適用範囲

683円

686円

決定日

令和５年９月29日付け官報公示により廃止決定

令和５年９月29日付け官報公示により廃止決定

(参考)  他　都道府県状況
北海道(996)、　千葉(889)(調味料)、香川(849)(冷凍調理食品)、宮崎(678)(乳製品)、

なし
青森(921)、　岩手(767)、茨城(881)、栃木(874)、埼玉(849)、千葉(848)、新潟(932)、長野(950)、
静岡(886)、愛知(847)、滋賀(840)、京都(938)、
兵庫(797)、鳥取(902)、　岡山(933)、　広島(903)、愛媛(854)、大分(716）、
宮崎(705)、
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　・文書の発出・プレスリリースなど

8月25日

8月31日

本省版リーフレット、ポスター、業務改善助成金(８月拡充版)、沖縄県版支援パッケージを添えて、周知広報依頼
（県、総合事務局、各市町村、使用者および労働団体、各金融機関、大学、高校、他業界団体等、計1,396件　）

9月21日～
9月25日

9月29日

10月6日

記者発表プレスリリース　（改正最低賃金周知に係る街頭キャンペーンの実施）

　・街頭キャンペーンなど
県、労使団体の協力を得て、最低賃金改正周知街頭キャンペーン(県庁前広場)実施（局長挨拶、ポケットティッシュ配布)

使用者団体を訪問。最低賃金改定周知への協力依頼、中小企業・小規模事業者への支援策について説明

資料  ６
令和５年度　改正最低賃金に係る周知広報状況について

8月21日
付帯決議が付された答申内容の周知協力要請文の発出  →　令和５年８月29日記者発表プレスリリース
【　県、総合事務局、県内国家機関、県内市町村、計84件　（県、総合事務局は局長自ら直接協力要請依頼)　】

県・国・労使団体・金融機関等で「適切な価格転嫁及び賃金の引き上げ推進により地域経済の活性化に取り組む
共同宣言」を締結

那覇市との雇用対策協定締結時において、最低賃金の改定を周知

9月1日 令和５年８月31日から「業務改善助成金」が拡充　→　本省リーフ等を局ＨＰにリンク掲載

9月8日

官報公示(プレスリリース)　→　令和５年10月８日(日)から発効へ
併せて、「沖縄県版支援パッケージ」を作成、発表(プレスリリース)
（パッケージは、最低賃金引上げ等の環境整備のための支援策で、県、総合事務局、沖縄振興開発金融公庫の協力を
　得て作成）

9月20日
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10月9日
10月10日
10月11日
10月18日

10月27日

12月1日
12月2日

・また、広報活動として、県内41各市町村全てのＨＰへ、最低賃金リーフレット等の周知記事等の掲載。
広報誌については、24市町村が掲載。

・令和５年９月21日～、局徴収室前の電子掲示板(デジタルサイネージ)に最賃リーフレット表示

・周知用ポケットティッシュを作成、活用して、上記の街頭キャンペーン等の機会に配布するとともに、
労働局各関係部署(監督署、ハローワーク等)に設置した。

・ラジオＣＭ（令和５年10月18日～31日)：ラジオ沖縄、ＲＢＣiラジオ、ＦＭ沖縄（１回約20秒、計132本)
沖縄総合事務局経済産業部と連携。(改正最低賃金、及び支援策「業務改善助成金」周知)

・沖縄県の協力の下、県内イオン５店舗へポスター、リーフレットを設置(10月)

・懸垂幕の設置：名護署、宮古署、八重山署（10月～）

・合同庁舎屋外LED表示（10月～）

・令和５年９月20日から、本省版リーフレットを合同庁舎掲示板に掲示、局ホームページに掲載

八重山の産業まつり会場にて、連合沖縄と協力して周知広報(ポケットティッシュ配布)
石垣市役所(市長)、竹富町役場(町長)、他関係団体等を訪問し、周知協力依頼
本島北部地区にて、連合沖縄と協力して街頭キャンペーンを実施(ポケットティッシュ配布)
本島中部地区にて、連合沖縄と協力して街頭キャンペーンを実施(ポケットティッシュ配布)
奥武山公園で開催された「沖縄の産業まつり」会場にて、県工業連合会から協力を得て、周知広報(ポケットティッシュ
配布)実施
宮古島市役所(市長)、宮古島商工会議所等を訪問し、周知協力依頼
宮古島市の産業まつり会場にて、連合沖縄と協力して周知広報(ポケットティッシュ配布)

その他
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資料　 ８　　

令和５年度　支援策の活用状況
沖縄県版支援パッケージ

キャリアアップ助成金(賃金規程等改正コース)
　非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取り組みを実施した
事業主に対して助成金を支給する制度(当コースは、有期雇用労働者等の基本給の賃金規程等を３％以上増額
改定し、実際に賃金を引き上げた場合に助成。)

　　申請件数　 ４件　　　支給決定件数　 ７件　　支給決定額　5,195,850円           前年度       (R4.8月～R5.1月)
　　申請件数　12件　　　支給決定件数　14件　　支給決定額　9,788,500円                              (R5.8月～R6.1月)

　　16次募集(R5.7/28～公募、8/18～申請受付、11/7応募締切)において、　１件
　　【 現在、17次募集(R6.2/13～申請受付、3/1応募締切)、18次募集(R6.3/11～申請受付、3/27応募締切) 】

サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業費補助金（ＩＴ導入補助金）
　業務の効率化やＤＸの推進、セキュリティ対策のためのＩＴツール等の導入費用を支援
　　　通常枠A（６次～９次公募)  　　　　  78件 / (全国 7,145件)
　　　　　B（６次～９次公募）   　　　　 ２件/ (全国  126件）
                   ※ (6次：締切10/2、交付11/6)、(7次：締切11/3、交付12/4)、(８次：締切11/27、交付1/9)、
                                                                         (9次：締切12/25、交付1/29)、(最終10次：締切1/29、交付3/8)

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金（ものづくり補助金）
　中小企業の生産性向上、持続的な賃上げに向けて、革新的な製品・サービス開発や生産プロセス等の省力化に
必要な設備投資等を支援
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                                                                         (9次：締切12/25、交付1/29)、(最終10次：締切1/29、交付3/8)

　【 通常枠A・Ｂ類型  ：　中小企業・小規模事業者が自社の課題やニーズに合ったＩＴツールを導入する経費の
　　　　　　　　　　　　一部を補助することで、事業場の業務効率化・売上アップをサポートするもの。
　　　　　　　　　　　　Aは5万円～150万円未満の補助。Ｂは150万円～450万円以下の補助　】
　　セキュリティ対策推進枠　　　　　　　0件 /（全国 108件）
　【　セキュリティ対策推進枠　：　中小企業・小規模事業者等がサイバーインシデントが原因で事業継続が困難
　　　　　　　　　　　　　　　　　となる事態を回避するとともに、サイバー攻撃被害が供給制約・価格高騰を
　　　　　　　　　　　　　　　　　潜在的に引き起こすリスクや生産性向上を阻害するリスクを低減することを
　　　　　　　　　　　　　　　　　目的としている　】
　　デジタル化基盤導入類(8次～15次)　 298件 / (全国 20,549件）
                 ※（8次：締切9/11、交付10/24)、(９次：締切10/2、交付11/6)、(10次：10/16交付、11/20)
　　　　　   (11次：締切10/30、交付12/4)、(12次：締切11/13、交付12/18)、(13次：締切11/27、交付1/9)
　　　　　   (14次：締切12/11、交付1/22)、(15次：締切12/25、交付1/29)、(16次：締切1/15、交付2/19)
　　　　   　(最終17次：締切1/29、交付3/8)
     【　デジタル化基盤導入枠　：　中小企業・小規模事業者等が導入する会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト
　　　　　　　　　　　　　　　　・ECソフトの経費の一部を補助することで、インボイス対応も見据えた企業間
　　　　　　　　　　　　　　　　取引のデジタル化を推進することを目的としています　】
　　複数社連携ＩＴ導入枠(３次～４次）　 ０件 / （全国 ３件）
　【　複数社連携ＩＴ導入枠　：　業務上つながりのある「サプライチェーン」や特定の商圏で事業を営む「商業
　　　　　　　　　　　　　　　　集積地」に属する複数の中小企業・小規模事業者等が連携してＩＴツールを導入
　　　　　　　　　　　　　　　　し、生産性の向上を図る取組を支援することを目的としています　】

沖縄県所得向上応援企業認証制度
　　令和５年11月17日時点　　　55社　　　（令和４年度認証企業は、21社）
　【　支援の概要　：　従業員の給与所得向上等に積極的に取り組む企業を「沖縄県所得向上応援企業」として
　　　　　　　　　　　認証。　】
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　　令和５年６月30日、承認(１事業場)、　令和５年８月17日、承認(１事業場)
　【　中小企業者が抱える様々な経営課題の解決、新事業・新分野の進出、新商品・新サービスの開発、融資・
　　　補助金による資金調達等、前向きな事業活動に取り組む創業者や中小企業者等に対し、専門的な知識を有する
　　　マネージャー等による窓口相談や専門家派遣等の事業を実施し支援。承認後は、政府系金融機関の低金利融資
　　　制度等の支援を活用することができる。】

県内企業「稼ぐ力」強化人材育成事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(県ＨＰより）
　　経営者や経営幹部を対象とした「R5リデプロ集合研修プログラム」受講者募集(９月～２月)、社内研修補助金の
　事前相談受付、セミナー「稼ぐ組織へのリデザイン　成長企業のマネジメント手法と経営者のあり方」の開催、
　第１回～５回集合研修実施報告など。
　【　本事業では、県内企業に対し、生産性の向上に係る人材育成の必要性を啓発するとともに、専門家のコンサル
　　　ティングやハンズオン支援などを通して、企業自ら継続的な人材育成を行う体制を整備することにより、県内
　　　企業の「稼ぐ力」の強化を図ることを目的としている。】

中小企業等経営革新強化支援事業                                                                                         　　　　 （県ＨＰより）
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別添１

資料 10-１

15日 8営業日 30日

→ → →

8月1日（木） 8月16日（金） 8月28日（水） 9月27日（金）

8月2日（金） 8月19日（月） 8月29日（木） 9月28日（土）

8月3日（土） 8月19日（月） 8月29日（木） 9月28日（土）

8月4日（日） 8月19日（月） 8月29日（木） 9月28日（土）

8月5日（月） 8月20日（火） 8月30日（金） 9月29日（日）

8月6日（火） 8月21日（水） 9月2日（月） 10月2日（水）

8月7日（水） 8月22日（木） 9月3日（火） 10月3日（木）

8月8日（木） 8月23日（金） 9月4日（水） 10月4日（金）

8月9日（金） 8月26日（月） 9月5日（木） 10月5日（土）

8月10日（土） 8月26日（月） 9月5日（木） 10月5日（土）

8月11日（日） 8月26日（月） 9月5日（木） 10月5日（土）

8月12日（月） 8月27日（火） 9月6日（金） 10月6日（日）

8月13日（火） 8月28日（水） 9月9日（月） 10月9日（水）

8月14日（水） 8月29日（木） 9月10日（火） 10月10日（木）

8月15日（木） 8月30日（金） 9月11日（水） 10月11日（金）

8月16日（金） 9月2日（月） 9月12日（木） 10月12日（土）

8月17日（土） 9月2日（月） 9月12日（木） 10月12日（土）

8月18日（日） 9月2日（月） 9月12日（木） 10月12日（土）

8月19日（月） 9月3日（火） 9月13日（金） 10月13日（日）

8月20日（火） 9月4日（水） 9月17日（火） 10月17日（木）

8月21日（水） 9月5日（木） 9月18日（水） 10月18日（金）

8月22日（木） 9月6日（金） 9月19日（木） 10月19日（土）

8月23日（金） 9月9日（月） 9月20日（金） 10月20日（日）

8月24日（土） 9月9日（月） 9月20日（金） 10月20日（日）

8月25日（日） 9月9日（月） 9月20日（金） 10月20日（日）

8月26日（月） 9月10日（火） 9月24日（火） 10月24日（木）

8月27日（火） 9月11日（水） 9月25日（水） 10月25日（金）

8月28日（水） 9月12日（木） 9月26日（木） 10月26日（土）

8月29日（木） 9月13日（金） 9月27日（金） 10月27日（日）

8月30日（金） 9月17日（火） 9月30日（月） 10月30日（水）

8月31日（土） 9月17日（火） 9月30日（月） 10月30日（水）

令和６年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定一覧表（地域別最低賃金の場合）

※令和５年12月１日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※10月1日(火)発効とするためには、８月５日（月）までに答申要旨を公示する必要がある。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官報
公示

発効
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別添１

15日 8営業日 30日

→ → →

令和６年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定一覧表（地域別最低賃金の場合）

※令和５年12月１日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※10月1日(火)発効とするためには、８月５日（月）までに答申要旨を公示する必要がある。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官報
公示

発効

9月1日（日） 9月17日（火） 9月30日（月） 10月30日（水）

9月2日（月） 9月17日（火） 9月30日（月） 10月30日（水）

9月3日（火） 9月18日（水） 10月1日（火） 10月31日（木）

9月4日（水） 9月19日（木） 10月2日（水） 11月1日（金）

9月5日（木） 9月20日（金） 10月3日（木） 11月2日（土）

9月6日（金） 9月24日（火） 10月4日（金） 11月3日（日）

9月7日（土） 9月24日（火） 10月4日（金） 11月3日（日）

9月8日（日） 9月24日（火） 10月4日（金） 11月3日（日）

9月9日（月） 9月24日（火） 10月4日（金） 11月3日（日）

9月10日（火） 9月25日（水） 10月7日（月） 11月6日（水）

9月11日（水） 9月26日（木） 10月8日（火） 11月7日（木）

9月12日（木） 9月27日（金） 10月9日（水） 11月8日（金）

9月13日（金） 9月30日（月） 10月10日（木） 11月9日（土）

9月14日（土） 9月30日（月） 10月10日（木） 11月9日（土）

9月15日（日） 9月30日（月） 10月10日（木） 11月9日（土）

9月16日（月） 10月1日（火） 10月11日（金） 11月10日（日）

9月17日（火） 10月2日（水） 10月15日（火） 11月14日（木）

9月18日（水） 10月3日（木） 10月16日（水） 11月15日（金）

9月19日（木） 10月4日（金） 10月17日（木） 11月16日（土）

9月20日（金） 10月7日（月） 10月18日（金） 11月17日（日）

9月21日（土） 10月7日（月） 10月18日（金） 11月17日（日）

9月22日（日） 10月7日（月） 10月18日（金） 11月17日（日）

9月23日（月） 10月8日（火） 10月21日（月） 11月20日（水）

9月24日（火） 10月9日（水） 10月22日（火） 11月21日（木）

9月25日（水） 10月10日（木） 10月23日（水） 11月22日（金）

9月26日（木） 10月11日（金） 10月24日（木） 11月23日（土）

9月27日（金） 10月15日（火） 10月25日（金） 11月24日（日）

9月28日（土） 10月15日（火） 10月25日（金） 11月24日（日）

9月29日（日） 10月15日（火） 10月25日（金） 11月24日（日）

9月30日（月） 10月15日（火） 10月25日（金） 11月24日（日）
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別添１

15日 8営業日 30日

→ → →

令和６年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定一覧表（地域別最低賃金の場合）

※令和５年12月１日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※10月1日(火)発効とするためには、８月５日（月）までに答申要旨を公示する必要がある。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官報
公示

発効

10月1日（火） 10月16日（水） 10月28日（月） 11月27日（水）

10月2日（水） 10月17日（木） 10月29日（火） 11月28日（木）

10月3日（木） 10月18日（金） 10月30日（水） 11月29日（金）

10月4日（金） 10月21日（月） 10月31日（木） 11月30日（土）

10月5日（土） 10月21日（月） 10月31日（木） 11月30日（土）

10月6日（日） 10月21日（月） 10月31日（木） 11月30日（土）

10月7日（月） 10月22日（火） 11月1日（金） 12月1日（日）

10月8日（火） 10月23日（水） 11月5日（火） 12月5日（木）

10月9日（水） 10月24日（木） 11月6日（水） 12月6日（金）

10月10日（火） 10月25日（金） 11月7日（木） 12月7日（土）

10月11日（金） 10月28日（月） 11月8日（金） 12月8日（日）

10月12日（土） 10月28日（月） 11月8日（金） 12月8日（日）

10月13日（日） 10月28日（月） 11月8日（金） 12月8日（日）

10月14日（月） 10月29日（火） 11月11日（月） 12月11日（水）

10月15日（火） 10月30日（水） 11月12日（火） 12月12日（木）

10月16日（水） 10月31日（木） 11月13日（水） 12月13日（金）

10月17日（木） 11月1日（金） 11月14日（木） 12月14日（土）

10月18日（金） 11月5日（火） 11月15日（金） 12月15日（日）

10月19日（土） 11月5日（火） 11月15日（金） 12月15日（日）

10月20日（日） 11月5日（火） 11月15日（金） 12月15日（日）

10月21日（月） 11月5日（火） 11月15日（金） 12月15日（日）

10月22日（火） 11月6日（水） 11月18日（月） 12月18日（水）

10月23日（水） 11月7日（木） 11月19日（火） 12月19日（木）

10月24日（木） 11月8日（金） 11月20日（水） 12月20日（金）

10月25日（金） 11月11日（月） 11月21日（木） 12月21日（土）

10月26日（土） 11月11日（月） 11月21日（木） 12月21日（土）

10月27日（日） 11月11日（月） 11月21日（木） 12月21日（土）

10月28日（月） 11月12日（火） 11月22日（金） 12月22日（日）

10月29日（火） 11月13日（水） 11月25日（月） 12月25日（水）

10月30日（水） 11月14日（木） 11月26日（火） 12月26日（木）

10月31日（木） 11月15日（金） 11月27日（水） 12月27日（金）
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別添２

資料 10-２

15日 10営業日 30日

→ → →

9月1日（日） 9月17日（火） 10月2日（水） 11月1日（金）

9月2日（月） 9月17日（火） 10月2日（水） 11月1日（金）

9月3日（火） 9月18日（水） 10月3日（木） 11月2日（土）

9月4日（水） 9月19日（木） 10月4日（金） 11月3日（日）

9月5日（木） 9月20日（金） 10月7日（月） 11月6日（水）

9月6日（金） 9月24日（火） 10月8日（火） 11月7日（木）

9月7日（土） 9月24日（火） 10月8日（火） 11月7日（木）

9月8日（日） 9月24日（火） 10月8日（火） 11月7日（木）

9月9日（月） 9月24日（火） 10月8日（火） 11月7日（木）

9月10日（火） 9月25日（水） 10月9日（水） 11月8日（金）

9月11日（水） 9月26日（木） 10月10日（木） 11月9日（土）

9月12日（木） 9月27日（金） 10月11日（金） 11月10日（日）

9月13日（金） 9月30日（月） 10月15日（火） 11月14日（木）

9月14日（土） 9月30日（月） 10月15日（火） 11月14日（木）

9月15日（日） 9月30日（月） 10月15日（火） 11月14日（木）

9月16日（月） 10月1日（火） 10月16日（水） 11月15日（金）

9月17日（火） 10月2日（水） 10月17日（木） 11月16日（土）

9月18日（水） 10月3日（木） 10月18日（金） 11月17日（日）

9月19日（木） 10月4日（金） 10月21日（月） 11月20日（水）

9月20日（金） 10月7日（月） 10月22日（火） 11月21日（木）

9月21日（土） 10月7日（月） 10月22日（火） 11月21日（木）

9月22日（日） 10月7日（月） 10月22日（火） 11月21日（木）

9月23日（月） 10月8日（火） 10月23日（水） 11月22日（金）

9月24日（火） 10月9日（水） 10月24日（木） 11月23日（土）

9月25日（水） 10月10日（木） 10月25日（金） 11月24日（日）

9月26日（木） 10月11日（金） 10月28日（月） 11月27日（水）

9月27日（金） 10月15日（火） 10月29日（火） 11月28日（木）

9月28日（土） 10月15日（火） 10月29日（火） 11月28日（木）

9月29日（日） 10月15日（火） 10月29日（火） 11月28日（木）

9月30日（月） 10月15日（火） 10月29日（火） 11月28日（木）

令和６年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定一覧表（特定(産業別)最低賃金の場合）

※令和５年12月１日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※12月１日(日)発効とするためには、10月３日(木)までに答申要旨を公示する必要がある。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官報
公示

発効
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別添２

15日 10営業日 30日

→ → →

令和６年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定一覧表（特定(産業別)最低賃金の場合）

※令和５年12月１日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※12月１日(日)発効とするためには、10月３日(木)までに答申要旨を公示する必要がある。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官報
公示

発効

10月1日（火） 10月16日（水） 10月30日（水） 11月29日（金）

10月2日（水） 10月17日（木） 10月31日（木） 11月30日（土）

10月3日（木） 10月18日（金） 11月1日（金） 12月1日（日）

10月4日（金） 10月21日（月） 11月5日（火） 12月5日（木）

10月5日（土） 10月21日（月） 11月5日（火） 12月5日（木）

10月6日（日） 10月21日（月） 11月5日（火） 12月5日（木）

10月7日（月） 10月22日（火） 11月6日（水） 12月6日（金）

10月8日（火） 10月23日（水） 11月7日（木） 12月7日（土）

10月9日（水） 10月24日（木） 11月8日（金） 12月8日（日）

10月10日（木） 10月25日（金） 11月11日（月） 12月11日（水）

10月11日（金） 10月28日（月） 11月12日（火） 12月12日（木）

10月12日（土） 10月28日（月） 11月12日（火） 12月12日（木）

10月13日（日） 10月28日（月） 11月12日（火） 12月12日（木）

10月14日（月） 10月29日（火） 11月13日（水） 12月13日（金）

10月15日（火） 10月30日（水） 11月14日（木） 12月14日（土）

10月16日（水） 10月31日（木） 11月15日（金） 12月15日（日）

10月17日（木） 11月1日（金） 11月18日（月） 12月18日（水）

10月18日（金） 11月5日（火） 11月19日（火） 12月19日（木）

10月19日（土） 11月5日（火） 11月19日（火） 12月19日（木）

10月20日（日） 11月5日（火） 11月19日（火） 12月19日（木）

10月21日（月） 11月5日（火） 11月19日（火） 12月19日（木）

10月22日（火） 11月6日（水） 11月20日（水） 12月20日（金）

10月23日（水） 11月7日（木） 11月21日（木） 12月21日（土）

10月24日（木） 11月8日（金） 11月22日（金） 12月22日（日）

10月25日（金） 11月11日（月） 11月25日（月） 12月25日（水）

10月26日（土） 11月11日（月） 11月25日（月） 12月25日（水）

10月27日（日） 11月11日（月） 11月25日（月） 12月25日（水）

10月28日（月） 11月12日（火） 11月26日（火） 12月26日（木）

10月29日（火） 11月13日（水） 11月27日（水） 12月27日（金）

10月30日（水） 11月14日（木） 11月28日（木） 12月28日（土）

10月31日（木） 11月15日（金） 11月29日（金） 12月29日（日）
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別添２

15日 10営業日 30日

→ → →

令和６年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定一覧表（特定(産業別)最低賃金の場合）

※令和５年12月１日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※12月１日(日)発効とするためには、10月３日(木)までに答申要旨を公示する必要がある。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官報
公示

発効

11月1日（金） 11月18日（月） 12月2日（月） 1月1日（水）

11月2日（土） 11月18日（月） 12月2日（月） 1月1日（水）

11月3日（日） 11月18日（月） 12月2日（月） 1月1日（水）

11月4日（月） 11月19日（火） 12月3日（火） 1月2日（木）

11月5日（火） 11月20日（水） 12月4日（水） 1月3日（金）

11月6日（水） 11月21日（木） 12月5日（木） 1月4日（土）

11月7日（木） 11月22日（金） 12月6日（金） 1月5日（日）

11月8日（金） 11月25日（月） 12月9日（月） 1月8日（水）

11月9日（土） 11月25日（月） 12月9日（月） 1月8日（水）

11月10日（日） 11月25日（月） 12月9日（月） 1月8日（水）

11月11日（月） 11月26日（火） 12月10日（火） 1月9日（木）

11月12日（火） 11月27日（水） 12月11日（水） 1月10日（金）

11月13日（水） 11月28日（木） 12月12日（木） 1月11日（土）

11月14日（木） 11月29日（金） 12月13日（金） 1月12日（日）

11月15日（金） 12月2日（月） 12月16日（月） 1月15日（水）

11月16日（土） 12月2日（月） 12月16日（月） 1月15日（水）

11月17日（日） 12月2日（月） 12月16日（月） 1月15日（水）

11月18日（月） 12月3日（火） 12月17日（火） 1月16日（木）

11月19日（火） 12月4日（水） 12月18日（水） 1月17日（金）

11月20日（水） 12月5日（木） 12月19日（木） 1月18日（土）

11月21日（木） 12月6日（金） 12月20日（金） 1月19日（日）

11月22日（金） 12月9日（月） 12月23日（月） 1月22日（水）

11月23日（土） 12月9日（月） 12月23日（月） 1月22日（水）

11月24日（日） 12月9日（月） 12月23日（月） 1月22日（水）

11月25日（月） 12月10日（火） 12月24日（火） 1月23日（木）

11月26日（火） 12月11日（水） 12月25日（水） 1月24日（金）

11月27日（水） 12月12日（木） 12月26日（木） 1月25日（土）

11月28日（木） 12月13日（金） 12月27日（金） 1月26日（日）

11月29日（金） 12月16日（月） 1月6日（月） 2月5日（水）

11月30日（土） 12月16日（月） 1月6日（月） 2月5日（水）
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資料11-1

№１

回 数 （公 益 調 整） 主　 要 　議　 題 回 数 主 　要   議 　題 回 数 主　 要   議 　題

 ○年間審議計画  ○会長、会長代理選出  ○地域最賃改定諮問

７．１ １回  ○専門部会、運小役割分担  ○地域専門部会の設置  ○令6条第5項適用

（大会議室） 15:00  ○運営小委員会の設置  ○年間審議日程計画

 

７．１月)
～７．１６(火)

庁舎掲示板/HP
に掲示

７．２２ １回  ○(地域別)部会長、部会長代理選出

（大会議室） 15:00  ○実地視察・参考人聴取等の実施について

７．２４
～７．２６

 ○(地域別) 事業場実地視察 各側委員1名

（事業場）
※左記期間において、影響率・未満率を考慮
し３業種事業場程度選定の上視察予定

事務局2名

７．３１ ２回  ○中賃目安伝達 １回  ○委員長、委員長代理選出 ３回  ○実地視察結果

  ○最賃基礎調査結果報告  ○参考人意見聴取

（中会議室）
13:00  ○特定(産別)最賃改定の必要性について諮問 14:00

 ○特定(産別)最賃改定の
　必要性に係る検討

15:30

８．２ ４回  ○(地域別) 額提示、調整

(大会議室） 15:00

８．５ ５回  ○(地域別) 額調整、(結審)

(大会議室） 15:00

８．５(月)
～８．２０(火)

庁舎掲示板/HP
に掲示

８．７ ３回  
〇地賃専門部会報告(8/7専門部会で結審の場合)
（全会一致でなかった場合；採決） ２回  ○関係人意見聴取 (概要書) ６回  ○(地域別)額調整予備(結審)

(中会議室） 16:00
○特定(産別)最賃専門部会
　役割分担、運営について

○特定(産別)最賃改定の必要性の有無について
運小の結果報告及び答申
○特定(産別)最賃改定諮問（必要ありの場合）

13:00
 ○特定(産別)最賃改定の必要
性の有無についてとりまとめ

14:00

№２

備考

１

月

地賃改正諮問に対する労働者及び使用者からの意見提出に係る公示(7/1～7/16) 専門部会委員の推薦に係る公示(7/1～7/16)

令和６年度　沖縄地方最低賃金審議会審議計画(案)

番
号

月　日 曜日
沖縄地方最低賃金審議会（本審） 運営小委員会 地域別最低賃金専門部会

地域最賃答申に対する労働者及び使用者からの意見提出に係る公示（8/7採決の場合）
(特定)専門部会委員の推薦に係る公示
(8/7～8/22)

地域最賃答申に対する労働者及び使用者からの
意見提出に係る公示：令6条第5項適用の場合)

２ 月

３
水
～
金

２回

４ 水

５ 金

６

月

庁舎掲示板/HP
に掲示

特定最賃諮問に対する労働者及び使用者からの意見提出に係る公示(8/7～8/22)

７

水

８．７(水)
～８．２２(木)
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回 数 （公 益 調 整） 主　 要 　議　 題 回 数 主 　要   議 　題 回 数 主　 要   議 　題

８．９ ４回  〇地賃専門部会報告(8/9専門部会で結審の場合) ７回  ○(地域別)額調整予備(結審)

(大会議室） 16:00 （全会一致でなかった場合；採決） 14:00

8.21 異議審（8/5答申の場合）

（中会議室） 異議申出内容にかかる審議

８.２３
（中会議室）

金
異議審（8/7答申の場合）
異議申出内容にかかる審議

８.２７
（中会議室）

火
異議審（8/9答申の場合）
異議申出内容にかかる審議

　　　（産業別合同部会）

 ○部会長、部会長代理選出

１回  ○実態調査報告  ○審議会部会日程調整

14:00 　　　（産業別資料説明）

 ◇新聞業　　 　   ◇自動車(新車)小売業

 ◇各種商品小売業 ◇糖類製造業

２回 　 (産業別)　　○額の提示

14:00    ◇新聞業(14:00～）

（中会議室） 15:30 　 ◇自動車(新車)小売業（15:30～）

２回 　 (産業別)　　○額の提示

14:00    ◇各種商品小売業(14:00～）

（中会議室） 15:30 　 ◇糖類製造業（15:30～）

９．１０ ３回 　 (産業別)　　○額の調整　(結審)

（大会議室） 14:00    ◇新聞業

９．１０(火)
～２５(水)

庁舎掲示板/ＨＰ
に掲示

９．１２ ３回 　 (産業別)　　○額の調整　(結審)

（中会議室） 14:00    ◇自動車(新車)小売業

９．１２(木)
～９．２７(金)

庁舎掲示板/ＨＰ
に掲示

９．１３ ３回 　 (産業別)　　○額の調整　(結審)

（中会議室） 14:00    ◇各種小売業

９．１３(金)
～９．３０(月)

庁舎掲示板/ＨＰ
に掲示

９．１７ ３回 　 (産業別)　　○額の調整　(結審)

（中会議室） 14:00    ◇糖類製造業

９．１７(火)
～１０．２(水)

庁舎掲示板/ＨＰ
に掲示

９．２０．２４ ４回  (産業別) ○額の調整 (結審：予備日)

14:00～
15:30～

各業種

９．２５  ○(産業別) 額調整、(採決：予備日)

（中会議室） ※専門部会で結審に至らなかった場合

９．２５(水)
～１０．１０(木)

庁舎掲示板/ＨＰ
に掲示

№３

９．９
月

13

火

水

番
号

月　日 曜日
沖縄地方最低賃金審議会（本審） 運営小委員会

特定最賃（各業種）答申に対する労働者及び使用者か
らの意見提出に係る公示

16
火

特定最賃（新聞）答申に対する労働者及び使用者から
の意見提出に係る公示　(令6条第5項適用)

最低賃金専門部会

10 金

８.３０

（大会議室）

11
９．６

金

9

４回
(または
5回)
9:30

12

17
金
火

18

水
５回
15:00

特定最賃（自動車）答申に対する労働者及び使用者か
らの意見提出に係る公示　(令6条第5項適用)

15

金

特定最賃（各種商品）答申に対する労働者及び使用者
からの意見提出に係る公示　(令6条第5項適用)

特定最賃（糖類）答申に対する労働者及び使用者から
の意見提出に係る公示　(令6条第5項適用)

８
金

８．９(金)
～８．２６(月)

地域最賃答申に対する労働者及び使用者からの意見提出に係る公示（8/9採決の場合）

14

木
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回 数 （公 益 調 整） 主　 要 　議　 題 回 数 主 　要   議 　題 回 数 主　 要   議 　題

 ○令和６年度の審議会総括について

７．３．７ ６回  ○令和７年度産業別最低賃金申出意向確認

（大会議室） 16:00  ○最低賃金専門部会の廃止について

 ○その他

最低賃金専門部会

21 金

番
号

月　日 曜日
沖縄地方最低賃金審議会（本審） 運営小委員会
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６月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

曜 日 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

審議会開催日程

開 催 時 間

公 示 期 間 傍聴人へ通知

そ の 他

７月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

審議会開催日程
第１回
本審

第１回
専門部会

予備日

第２回
本審
第１回
運営小委
員会
第３回
専門部会

開 催 時 間 15:00 15:00
13：00～
14：00～
15：30～

公 示 期 間
傍聴人
へ通知

そ の 他 上記日程において３事業場程度視察
中賃目安
伝達

８月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜 日 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

審議会開催日程 予備日

第４回
専門部会

第５回
専門部会

予備日

・第２回
運営小
委員会
・第６回
専門部会
・第３回
本審

予備日

予備日

・第7回
専門部会

・第４回
本審

予備日

・第8回
専門部会

・第4回
本審

予備日 予備日

第４回
本審

（異議審）
（予備）
（８月５日
答申の
場合）

第４回
本審
（異議審）
（予備）
（８月６日
答申の
場合）

第４回
本審

（異議審）
（予備）
（８月7日
答申の
場合）

予備日

第5回
本審

（異議審）
（予備）
（８月9日
答申の
場合）

予備日

第5回
本審

（異議審）
（予備）
（８月13日
答申の
場合）

特定最賃
第１回
産業別
専門部会
合同部会

開 催 時 間 15:00 15:00
13：00～
14：00～
16：00～

14:00～
16:00～

9：30～ 9：30～ 9：30～ 9:30～ 9:30～ 14：00～

公 示 期 間

傍聴人へ通
知

そ の 他
旧盆

９月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

曜 日 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

審議会開催日程

第１回特
賃専門部
会予備日

予備日

予備日

第5回
本審
（異議審）
（予備）
（８月20日
答申の
場合）

(予備日)

第５回
本審
（採決の
場合）

第５回
本審

（予備日）

開 催 時 間
14：00
15：30

14：00～
15：30～

14：00～ 14：00～ 14：00～ 14：00～ 14：00～
14：00～
15:30～

14：00～
15:30～

15:00 15：00～

公 示 期 間

そ の 他

令和6年度沖縄地方最低賃金審議会審議日程（案） 資料11－２

第１回本審開催公示（27日まで）

地賃改正諮問意見聴取公示（16日ま

専門部会委員推薦公示（16日まで）

第２回本審開催公示（26日まで）

第３回本審開催公示（８月２日まで）

第３回本審開催公示

地賃改正答申（採決の場合）意見聴取（異議申立）公示（22日まで）

特賃改正諮問意見聴取公示 及び 専門部会委員推薦公示（22日まで）

特賃（１７日答申）改正答申意見聴取公示（10/2まで）

特賃（10日答申）改正答申意見聴取公示（25日まで）

特賃（１2日）改正答申意見聴取公示（２７日まで）

特賃（１３日答申）改正答申意見聴取公示（9/30まで）

地賃改正答申意見聴取（異議申立）公示（20日まで）

第２回 専門部会 （事業

場視察）実施予定期間

特定

①②③④

第２回

専門部会

特定

①②③④

第３回

専門部会 ※１１日、14～16日除く

予備日 特定

①②③④

第４回

専門部会

地賃改正答申（採決の場合）意見聴取（異議申立）公示（26日まで）
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令和7年３月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜 日 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

審議会開催日程
第６回
本審 予備日

開 催 時 間 16:00

公 示 期 間

そ の 他

第６回本審開催公示（２/18～３/４ま
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